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第２期計画素案 新旧対照表 

項番 
新（今回の素案） 先日の素案（修正版） 旧（前回会議の際の素案） 

頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 

1 - - 表紙 令和２年（2020 年）□月 表紙 令和元年（2019 年）□月 

2 - - 目次 今回の内容に合わせて修正 目次 前回素案のとおり 

3 - - P.6 

・序章第 5 節 1 (1)教育・保育（幼

稚園）の表 

６圏域別の表に差替え 

P.6 

・序章第 5 節 1 (1)教育・保育（幼

稚園）の表 

前回素案のとおり 

4 P.7 

・序章第 5 節 1 (1)教育・保育（幼

稚園）【評価】 

 5段落目の削除 

P.7 

・序章第 5 節 1 (1)教育・保育（幼

稚園）【評価】 

 2・3・5段落目の追加 

P.6 

・序章第 5 節 1 (1)教育・保育（幼

稚園）【評価】 

前回素案のとおり 

5 - - P7-8 

・序章第 5 節 1 (2)教育・保育（保

育所等）の表 

実績値欄へ確保量及び過不足数の

追加 

P.7 

・序章第 5 節 1 (2)教育・保育（保

育所等）の表 

前回素案のとおり 

6 - - P.8 

・序章第 5 節 1 (2)教育・保育（保

育所等）【評価】 

 民間保育事業者による施設整備に

関して等追加 

P.8 

・序章第 5 節 1 (2)教育・保育（保

育所等）【評価】 

 前回素案のとおり 

7 - - 
P.10 

-12 

・序章第 5 節 2 (3)放課後児童健全

育成事業（チビッコホーム（放課後

児童クラブ）） 

校区ごとの計画値及び実績値を追

加 

P.9 

・序章第 5 節 2 (3)放課後児童健全

育成事業（チビッコホーム） 

前回素案のとおり 

【資料３】

３ 
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項番 
新（今回の素案） 先日の素案（修正版） 旧（前回会議の際の素案） 

頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 

8 - - P.14 

・序章第 5 節 2 (5)乳児家庭全戸訪

問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事

業）の表 

表の数値を修正（今回素案の※に

詳細記載） 

P.10 

・序章第 5 節 2 (5)乳児家庭全戸訪

問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事

業）の表 

 前回素案のとおり 

9 - - P.15 

・序章第 5 節 2 (8)地域子育て支援

拠点事業（地域子育て支援センター）

の表 

その他の子育て支援事業（民間保

育施設）の追加 

P.11 

・序章第 5 節 2 (8)地域子育て支援

拠点事業（地域子育て支援センター）

の表 

 前回素案のとおり 

10 - - P.15 

・序章第 5 節 2 (9)一時預かり事業

（幼稚園） 

事業の説明部分を削除 

P.11 

・序章第 5 節 2 (9)一時預かり事業

（幼稚園） 

 前回素案のとおり 

11 - - P.16 ・序章第 5節 2 (11)病児保育事業 P.12 
・序章第 5節 2 (11)病児・病後児保

育事業 

12 - - P.18 

・序章第 5 節 2 (14)実費徴収に係る

補足給付を行う事業 

 幼児教育・保育の無償化に関する

記載を追加 

P.14 

・序章第 5 節 2 (14)実費徴収に係る

補足給付を行う事業 

 前回素案のとおり 
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項番 
新（今回の素案） 先日の素案（修正版） 旧（前回会議の際の素案） 

頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 

13 - - P.18 

・序章第 5 節 2 (15)多様な事業者の

参入促進・能力活用事業 

 記載内容の修正 

P.14 

・序章第 5 節 2 (15)多様な主体が本

制度に参入することを促進するため

の事業 

前回素案のとおり 

14 P.22 

・序章第 5 節 3 (2)その他の子ども・

子育て支援関連事業の推進 

 夏期障害児学童保育事業の利用児

童数及び放課後等デイサービスの受

給者数の対象学年を追加 

P.19 

-24 

・序章第 5 節 3 (1)ひとり親家庭対

策の充実 

               (2)その他の子ど

も・子育て支援関連事業の推進 

 項目を追加 

- - 

15 P.23 

・序章第 5 節 3 (2)その他の子ども・

子育て支援関連事業の推進 

 いじめ防止・教育相談充実事業 

 記載内容の修正 

同上 同上 - - 

16 P.32 
・第 2章第 2節 1 の説明部分 

 記載内容の修正 
- - P.22 

・第 2章第 2節 1 の説明部分 

 前回素案のとおり 

17 - - P.35 

・第 2 章第 3 節 1 (1)利用者支援事

業 

 地域子育て支援拠点に関する記載

を追加 

P.25 

・第 2 章第 3 節 1 (1)利用者支援事

業 

 前回素案のとおり 
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項番 
新（今回の素案） 先日の素案（修正版） 旧（前回会議の際の素案） 

頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 

18 - - P.36 

・第 2 章第 3 節 1 (3)放課後児童健

全育成事業（チビッコホーム（放課

後児童クラブ）） 

グラフに令和元年度の実績値を追

加 

P.26 

・第 2 章第 3 節 1 (3)放課後児童健

全育成事業（チビッコホーム） 

前回素案のとおり 

19 - - P.39 

・第 2 章第 3 節 1 (8)一時預かり事

業 

グラフに平成 26年度幼稚園・延べ

利用人数の追加 

P.29 

・第 2 章第 3 節 1 (8)一時預かり事

業 

 前回素案のとおり 

20 - - P.39 ・第 2章第 3節 1 (9)病児保育事業 P.29 
・第 2 章第 3 節 1 (9)病児・病後児

保育事業 

21 P.53 

・第 3章第 2節 3 (3)教育・保育（保

育所等）の確保方針 

 ※印 3 つ目を修正 

P.52 

-53 

・第 3章第 2節 3 (3)教育・保育（保

育所等）の確保方針 

 小規模保育事業所（Ａ型） 

 ※印 1 つ目及び 4つ目を追加 

P.42 

-43 

・第 3章第 2節 3 (3)教育・保育（保

育所等）の確保方針 

 小規模保育施設 

22 - - P.54 

・第 3 章第 3 節 1 事業番号 3 放課

後児童クラブ（チビッコホーム（放

課後児童クラブ）） 

 児童館に関する記載を削除 

P.44 

・第 3 章第 3 節 1 事業番号 3 放課

後児童クラブ（チビッコホーム） 

 前回素案のとおり 
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項番 
新（今回の素案） 先日の素案（修正版） 旧（前回会議の際の素案） 

頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 

23 - - P.58 

・第 3 章第 3 節 2 (3)放課後児童ク

ラブ（チビッコホーム（放課後児童

クラブ））確保方針 

支援員の確保に関する記載を追加 

P.48 

・第 3 章第 3 節 2 (3)放課後児童ク

ラブ（チビッコホーム）確保方針 

前回素案のとおり 

24 - - P.61 

・第 3 章第 3 節 2 (8)一時預かり事

業≪幼稚園≫の確保数 

 記載内容の修正 

P.51 

・第 3 章第 3 節 2 (8)一時預かり事

業≪幼稚園≫の確保数 

 前回素案のとおり 

25 - - P.62 ・第 3章第 3節 2 (9)病児保育事業 P.52 
・第 3 章第 3 節 2 (9)病児・病後児

保育事業 

26 - - P.63 

・第 3章第 3節 2 (13)多様な事業者

の参入促進・能力活用事業 

 項目を追加 

- - 

27 - - P.64 
・第 3章第 4節 障害児に対する支援

の推進 
P.54 

・第 3章第 4節 教育・保育（障害児

等児童）事業の推進 

 前回素案のとおり 

28 - - P.64 
・第 3章第 4節 1 の説明部分 

 2段落目を追加 
P.54 

・第 3章第 4節 1 の説明部分 

 前回素案のとおり 

29 - - 
P.64 

-67 

・第 3 章第 4 節 1 (1)岸和田市によ

る支援の状況 

 記載内容の修正 

P.54 

・第 3 章第 4 節 1 (1)岸和田市によ

る支援の状況 

 前回素案のとおり 
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項番 
新（今回の素案） 先日の素案（修正版） 旧（前回会議の際の素案） 

頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 頁番号 修正等の箇所・内容 

30 - - P.78 

・第 4章第 3節 1 (1)本市の子ども・

子育て支援に基づく事業 

 巡回相談体制充実事業の記載内容

の修正 

P.65 

・第 4章第 3節 1 (1)本市の子ども・

子育て支援に基づく事業 

 前回素案のとおり 

※その他体裁を整えています。基本的に西暦を併記し、2019年度については一部箇所を除き令和元年度として記載しています。 


